
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日
提
出

質

問

第

三

四

号

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
申
請
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
申
請
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
九
九
六
年
の
タ
リ
バ
ン
に
よ
る
カ
ブ
ー
ル
制
圧
以
降
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
実
効
支
配
し
て
き
た
タ
リ
バ
ン
に
よ
る
迫
害

を
逃
れ
て
多
く
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
が
日
本
に
渡
り
、
難
民
認
定
申
請
を
行
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
空
爆
以
降
、
タ
リ
バ
ン
の
人
権
弾
圧
の
実
態
が
日
本
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
る
に
つ
れ
、
そ
の
迫
害
か
ら
逃
れ
て
き
た
難
民
を

収
容
す
る
、
あ
る
い
は
彼
ら
に
迅
速
な
庇
護
の
提
供
を
怠
る
法
務
省
に
大
き
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
が

事
実
で
あ
れ
ば
、
政
府
に
対
し
て
是
正
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
必
要
な
こ
と
は
、
現
在
日
本
政
府
に
対
し
難
民
資
格
を
求
め
て
い
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
庇
護
希
求
者
の
全

体
像
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
以
下
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
一
年
十
一
月
一
日
現
在
、
異
議
申
出
数
を
含
め
て
、
日
本
政
府
に
現
在
難
民
認
定
申
請
し
、
未
決
状
態
の
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
人
は
総
計
で
何
名
に
上
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

う
ち
異
議
申
出
が
未
決
状
態
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
は
何
名
に
上
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

今
年
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
か
ら
十
一
月
一
日
ま
で
に
難
民
認
定
申
請
を
行
っ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
は
何
名
に
上
る
か

一



明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

そ
の
う
ち
、
決
定
が
下
さ
れ
た
件
数
は
何
件
に
上
り
、
未
決
の
件
数
は
何
件
に
上
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

決
定
が
下
さ
れ
た
申
請
者
の
う
ち
、
難
民
と
認
定
さ
れ
た
件
数
お
よ
び
、
不
認
定
と
さ
れ
た
件
数
は
何
件
に
上
る
か
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

六

不
認
定
と
さ
れ
た
者
の
う
ち
、
異
議
申
出
を
行
っ
た
申
請
者
は
何
名
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

異
議
申
出
を
行
っ
た
申
請
者
の
う
ち
で
、
異
議
申
出
に
対
し
て
決
定
が
下
さ
れ
た
件
数
は
何
件
に
上
り
、
異
議
が
認
め
ら

れ
た
件
数
は
何
件
あ
り
、
異
議
が
却
下
さ
れ
た
件
数
は
何
件
に
上
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

一
九
九
八
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
十
一
月
一
日
現
在
ま
で
で
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
難
民
認
定
申
請
者
の
数
、
難
民
と
し
て

認
定
さ
れ
た
申
請
者
の
数
、
異
議
申
出
却
下
ま
た
は
異
議
申
出
期
間
の
徒
過
に
よ
り
申
出
資
格
を
失
っ
た
若
し
く
は
意
図
し

て
異
議
申
出
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
不
認
定
が
確
定
し
た
者
の
数
、
一
次
審
査
が
未
決
の
申
請
者
の
数
、
異
議
申
出

の
審
査
が
未
決
の
申
請
者
の
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

現
在
法
務
省
が
管
轄
す
る
す
べ
て
の
収
容
施
設
に
お
い
て
収
容
さ
れ
て
い
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
は
何
名
に
上
る
か
、
収

容
施
設
毎
に
、
申
請
中
、
異
議
申
出
中
等
の
段
階
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



十

一
九
九
〇
年
以
降
、
一
時
庇
護
上
陸
の
申
請
件
数
、
許
可
件
数
お
よ
び
不
許
可
件
数
は
毎
年
何
件
に
上
る
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
二
〇
〇
一
年
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
一
年
十
一
月
一
日
現
在
の
数
字
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
一

二
〇
〇
一
年
の
ア
フ
ガ
ン
国
籍
入
国
者
数
と
、
そ
の
う
ち
の
通
常
上
陸
申
請
数
、
許
可
数
、
上
陸
特
別
許
可
数
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

十
二

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
の
ア
フ
ガ
ン
国
籍
で
入
国
申
請
が
不
許
可
と
さ
れ
た
者
の
う
ち
退
去
強
制
手
続
に
移
行
し
た
者
の

数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
三

ま
た
一
時
庇
護
上
陸
許
可
申
請
数
と
そ
の
う
ち
許
可
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
四

ま
た
、
上
記
十
一
に
記
し
た
二
種
の
申
請
者
以
外
の
申
請
者
が
あ
る
か
。
あ
る
場
合
そ
の
手
続
上
の
種
別
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

十
五

一
時
庇
護
上
陸
許
可
手
続
に
つ
い
て
「
入
国
・
在
留
審
査
規
程
」
に
何
ら
定
め
が
な
い
が
、
ほ
か
に
取
扱
基
準
規
程
が

あ
る
の
か
。
あ
れ
ば
示
さ
れ
た
い
。

十
六

大
阪
入
国
管
理
局
に
申
請
し
て
い
た
二
名
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
に
対
し
、
昨
年
十
二
月
と
今
年
六
月
に
難
民
認
定
を

与
え
て
い
る
。
両
名
は
い
ず
れ
も
上
陸
か
ら
二
年
近
く
経
過
し
て
申
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
難
民
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。

三



新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
「
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
っ
た
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
理

由
を
認
定
し
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


